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Ⅰ．中部事務所の活動状況 

１．概況 

公正取引委員会では、中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよう、「令

和４年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を実施しており、下請

法に関する相談対応の充実・違反情報の収集の観点から、商工会議所連合会、

商工会連合会、中小企業団体中央会と懇談会を開催するなどして、不当なしわ

寄せに関する下請法相談窓口のフリーダイヤル（0120-060-110）や、匿名で

の「違反行為情報提供フォーム」の周知に当たっています。中部事務所のトッ

プページには、「相談」「申告・情報提供」「届出」のための統合窓口があります。

クリックしていただき、インターネットによる申告を含め御活用ください。 

また、７月〜９月においても、独占禁止法、官製談合防止法、下請法、景表

法に関して、様々な団体（中学校、高校、大学、経済団体、資格者団体、消費者

団体等）に対して講師を派遣するほか、意見交換もさせていただきました。こ

うした活動はひとえに関連法令や公正取引委員会の活動の理解促進の観点から

行っておりますが、対象となる団体によって観点がすこし異なります。例えば、

中学校、高校、大学であれば、将来を担う若い方々に早めの段階から競争政策

や独占禁止法等の意義を学んでいたくために行っております。また、経済団体

等や官公庁であれば、違反行為の未然防止・法令遵守の観点から独占禁止法や

下請法等を紹介するほか、対象者に合わせてより専門的な内容（優越的地位の

濫用規制、官製談合防止法）を講義することもあります。さらに、中小・下請

事業者であれば、どのような場合に独占禁止法や下請法違反に該当するのかを

知ることで、自分が被害に遭った場合に適切に対応できるようにする観点から

行っております。中部事務所では、引き続き、このような普及啓発活動に力を

いれていきたいと考えております。 
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２．ピックアップニュース 

下請課 

多様な団体（事業者、専門家）への下請法の説明と普及啓発 
 

取引課 

(1) 中部事務所取引課主催の消費者セミナー 
(2) 優越的地位の濫用行為に係る講習会 
 

経済取引指導官 

(1) 経営指導員研修会への講師派遣 
(2) 令和４年度上半期の入札談合等関与行為防止法研修会への講師派遣の状況 
(3) 中部事務所の企業結合審査 
 

総務課 

(1) 独占禁止政策協力委員からの意見聴取 
(2) 独占禁止法教室 

ア 高校・中学向け独占禁止法教室 
イ 大学向け独占禁止法教室   

(3) 相談件数の動向（７月〜９月） 
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■ 下請課 

多様な団体（事業者、専門家）への下請法の説明と普及啓発 

公正取引委員会では、従来から、下請法の説明会・研修会を開催するととも

に各種団体に講師を派遣し、参加者のニーズに応じた下請法の説明を行い、そ

の普及啓発に努めているところです。 

中部事務所では、令和４年７〜９月において、中小企業者の団体、各種社団・

財団法人、弁護士会、税理士会の会員を対象に下請法の説明を行いました。 

また、説明終了後には個別に質問をいただくこともあり、参加者の皆さんが

抱える疑問・課題を解決できるようサポートしています。 

講師派遣の御希望がございましたら、中部事務所下請課（電話︓052－961

－9424）までお気軽にお電話ください。 

 

（個別質問の一例） 

Q 親事業者である。下請事業者に製造を委託した部品Ａについて、下請事

業者に検査を委託しておらず、当社も検査を行っていない。後日、部品Ａ

が不良品であることが発見された。この場合、当社は、下請事業者に部品

Ａを返品することは可能か︖ 

A 親事業者が受入検査を行わず、かつ、下請事業者に検査を委託していな

い場合には、納品後に部品Ａが不良品であることが発見されても、下請法

上、返品は認められません。 
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■ 取引課 

(1) 中部事務所取引課主催の消費者セミナー 

９月 14 日に中部事務所取引課主催の消費者セミナーを開催し、独占禁止法

及び景品表示法の概要、最近の違反事例を紹介しました。今回、中部事務所主

催としては初めてオンラインによる開催を試みましたが、中部事務所管内（富

山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県内）に在住・在勤・在学の

21 名の方に参加していただきました。 

参加者の方からは、「新型コロナウイルス感染症の感染等を気にせず、安心

して参加できた」、「クイズなどの導入もあり聞きやすかった」といったオンラ

イン開催について好意的な感想をいただいた一方、「質疑応答の時間を設けて

ほしかった」、「公取委は敷居が高い印象があるので、今回のようなセミナーを

開催することで、消費者に身近な存在であるということを広げてほしい」とい

った御意見もいただきました。今後、開催する消費者セミナーにおいて反映で

きるよう検討してまいります。 

 

(2) 優越的地位の濫用行為に係る講習会  

７月 20 日に浜松市で優越的地位の濫用規制及びスタートアップに関する

講習会を開催しました。中部事務所取引課のほか、本局取引調査室からも講師

が派遣され、説明を行いました。 

参加者の方からは、「自社の取引においても問題となる行為を受けていない

か、また逆に取引先に対して不当な行為を行っていないか改めて確認したい

と思う」、「モデル契約書があることは、スタートアップ事業者にとって、とて

も参考になると思われる」といった感想をいただきました。 
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■ 経済取引指導官 

(1) 経営指導員研修会への講師派遣 

公正取引委員会では、経営指導員の方々に独占禁止法及び下請法の理解を

深めていただくため、全国の商工会又は商工会議所が実施する経営指導員研

修会に講師を派遣しています。 

中部事務所では、６月から９月の間に静岡県商工会連合会、岐阜県商工会議

所連合会及び愛知県商工会連合会が主催して開催された経営指導員研修会に

講師を派遣しました。岐阜県商工会議所連合会及び愛知県商工会連合会につい

ては、オンラインで講師派遣を行い、静岡県商工会連合会については、新型コ

ロナウイルス感染症の感染動向が落ち着いていたため、主催者の要望に応じて

対面とオンラインのハイブリッド方式で講師派遣を行いました。 

研修会では、主催者の要望により、主に独占禁止法及び下請法の２つの法律

の基礎的な内容についてお話しました。講師は、法律の内容について、分かり

やすく要点をまとめ、受講者の視覚に訴えるような資料を作成するとともに、

実際の違反事例を基に法律の説明を行うなどして、受講者が法律の内容を理

解しやすいように工夫しました。 

受講者からは、「独禁法関連の相談はこれから増えてくると思うので、大変

参考になった」、「下請法についてはこれまであまり意識していなかった法律

であったが勉強になった」などの意見をいただき、独占禁止法及び下請法の基

礎についておおむね御理解いただけたと思います。 

 

(2) 令和４年度上半期の入札談合等関与行為防止法研修会への講師派遣の状況 

公正取引委員会では、地方公共団体等（発注機関）からの依頼を受けて、入

札談合等関与行為防止法研修会に職員を講師として派遣しています。 
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中部事務所では、令和４年度の上半期に、2１の発注機関にそれぞれ 45 分

から 90 分程度のお時間をいただき御説明をしました。令和４年度の上半期に

ついては、下表のとおり、前年同期に比べて、講師派遣を行った発注機関数等

が大幅に増えました。 

 令和４年度 令和３年度 
講師派遣機関数 21 12 

受講者数 726 540 
※令和４年度、同３年度ともに講師派遣の方法は全てオンライン 

その要因について分析すると、まずは、発注機関のオンライン研修を開催す

る体制が整ったことが考えられます。令和３年度については、いくつかの発注

機関から、「設備等の都合でオンラインでの研修は難しいので対面で講師を派

遣してほしい」という依頼をいただきましたが、新型コロナウイルス感染症に

係る緊急事態宣言等により県外への移動等が制限されており、対面での講師

派遣についてお断りせざるを得ない状況でした。しかし、令和４年度について

は、講師派遣依頼をしていただいた発注機関の全てがオンラインによる講師

派遣に了承していたき、多くの講師派遣を実施することができました。 

もう１つの要因としては、年度当初に管内の発注機関に送付している研修

会の講師派遣に係る案内文書の送付数を大幅に増やしたことが挙げられます。

令和３年度については、令和２年２月末まで愛知県及び岐阜県に緊急事態宣

言が発令されるなど、全国において新型コロナウイルス感染症が流行してい

ました。このため、発注機関の研修開催の負担を考慮し、比較的規模の大きい

283 の発注機関に案内文書を送付しました。これに対して、令和４年度は、中

部事務所において、令和３年度中にオンラインによる研修を多く実施してお

り、各発注機関においてオンライン研修の実施体制が整いつつあるという状

況を把握していたため、送付先を大幅に増やして、392 の発注機関に案内文
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書を送付しました。 

今年度の下半期は、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、対面での

講師派遣にも柔軟に対応していきたいと考えています。 

 

(3) 中部事務所の企業結合審査 

公正取引委員会では、企業結合審査の透明性を確保し、予見可能性の向上を

図る観点から、一定の情報を公表しています。具体的には、審査の結果、「独

占禁止法上問題がないと判断して、届出会社に対して通知（以下「９条通知」

といいます。）を行った」案件についての情報です。四半期ごとに公正取引委

員会のホームページで一覧表の形で原則として公表しています。 

直近では、令和４年４月〜６月の期間中に９条通知を行った案件について

令和４年８月に公表を行いました。その中で中部事務所が審査を行った案件

は下表の１件です。 

 

届出受理日 当事会社 届出会社の主な事業 企業結合
の類型 

株式取得の閾
値との関係 ９条通知日 

R４.５.25 名古屋鉄道㈱及び㈱オ
ンセブンデイズ 鉄軌道事業 株式取得 50％超 R４.６.２ 

 

●企業結合の届出一覧はこちら 

  https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/ichiran.html 

 

 

  

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/ichiran.html
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■ 総務課 

(1) 独占禁止政策協力委員からの意見聴取 

公正取引委員会は、競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即

した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設けています。そし

て、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法

等の運用や競争政策の運営等について御意見・御要望を伺っています。７月か

ら９月までの間においては、公正取引委員会中部事務所職員が５名の独占禁

止政策協力委員から、公正取引委員会に対する期待、地域経済の実情と競争政

策上の課題等についてのお話を伺いました。 

 

(2) 独占禁止法教室 

ア 高校・中学向け独占禁止法教室 

令和４年９月７日、感染対策を講じつつ、愛知県立古知野高校において、

独占禁止法教室を実施しました。早い段階で独占禁止法の役割を理解してい

ただくことは大切だと考えておりますので、今後も積極的に高校・中学向け

独占禁止法教室を行ってまいります。 

 

イ 大学向け独占禁止法教室 

令和４年７月から９月までの間に、岐阜県、静岡県及び愛知県の大学で、

独占禁止法教室を４回実施しました。実施方法は、対面方式（１回）とオン

デマント方式（３回）でした。参加者からは、「シミュレーションゲームを

通して競争政策の意義について知ることができた。」、「ドラマ『競争の番人』

を観ていたので、ドラマで出てきた、『不当廉売』という用語の説明を聞く

ことができ、理解が深まった。」等の感想をいただきました。 
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 (3) 相談件数の動向（７月〜９月） 

中部事務所に寄せられた「令和４年度第２四半期の相談件数」については、

独占禁止法関連が１９１件（前年度同期９６件）、下請法関連が４３９件（同

３１４件）となっています。 

前年度同期に比べて、独占禁止法関連では９５件増加、下請法関連では１２

５件増加となり、原材料価格等の上昇のなか、引き続き多くの相談が寄せられ

ました。 
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10 
 

３．会議・説明会等の実施状況 

  

日 会議，説明会等 主催者 開催場所/方法 

７月 

５日 
経営指導員研修（独占禁止法及び下

請法説明会） 
岐阜県商工会議所連合会 オンライン 

６日 岐阜女子大学での独占禁止法教室 公正取引委員会 オンライン 

８日 
経営指導員研修（独占禁止法及び下

請法説明会） 
岐阜県商工会議所連合会 オンライン 

１2 日 
優越的地位の濫用規制（インボイス

制度等）に係る講習会 
三重県中小企業団体中央会 オンライン 

１３日 官製談合防止法研修会 三重県伊賀市 オンライン 

１４日 消費生活講座に講師を派遣 中部学院大学 岐阜県関市 

１５日 静岡県立大学での独占禁止法教室 公正取引委員会 オンライン 

１５日 官製談合防止法研修会 静岡大学 オンライン 

１６日 消費者セミナーに講師を派遣 

日本消費生活アドバイザ

ー・コンサルタント・相談

員協会 中部支部 三重分

科会 

津市 

２０日 下請法説明会 金沢弁護士会 オンライン 

２０日 
優越的地位の濫用規制に係る講習会

に講師を派遣 

静岡県に所在するスタート

アップ事業者 
浜松市 

２１日 岐阜大学での独占禁止法教室 公正取引委員会 オンライン 

２２日 下請法説明会に講師を派遣 （公財）静岡県産業振興財団 

静岡市 

（オンライン同

時配信） 

２５日 官製談合防止法研修会 名古屋国税局 オンライン 

２６日 消費生活講座に講師を派遣 東海学院大学 岐阜県各務原市 

２８日 官製談合防止法研修会 石川県能登町 オンライン 

２８日 下請法説明会に講師を派遣 （一社）中部産業連盟 名古屋市 

２９日 官製談合防止法研修会 岐阜県養老町 オンライン 

８月 
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１日 
優越的地位の濫用規制（インボイス

制度等）に係る講習会 

静岡県中小企業団体中央会 

（静岡市） 
オンライン 

２日 
優越的地位の濫用規制（インボイス

制度等）に係る講習会 

静岡県中小企業団体中央会 

（浜松市） 
オンライン 

４日 消費生活講座に講師を派遣 岐阜大学 岐阜市 

５日 
独禁法研究部会第２例会（独禁法等

の説明）に講師を派遣 

（一財）中部生産性本部 

独禁法研究部会  

名古屋市 

（オンライン同

時配信） 

７日 消費者セミナーに講師を派遣 

日本消費生活アドバイザ

ー・コンサルタント・相談

員協会 中部支部 岐阜分

科会 

岐阜市 

９日 
優越的地位の濫用規制（インボイス

制度等）に係る講習会 
静岡県中小企業団体中央会 オンライン 

１７日 
下請取引等改善協力委員（三重県多

気町）からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

１９日 
下請取引等改善協力委員（名古屋市）

からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

１９日 
優越的地位の濫用（インボイス制度

等）に係る講習会に講師を派遣 
名古屋商工会議所 

名古屋市 

（オンライン同 

時配信）  

２２日 
経営指導員研修（独占禁止法及び下

請法説明会） 
愛知県商工会議所連合会 オンライン 

２３日 官製談合防止法研修会 岐阜市 オンライン 

２４日 
下請取引等改善協力委員（岐阜県本

巣市）からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

２９日 
下請取引等改善協力委員（岐阜県関

市）からの意見聴取 
公正取引委員会 岐阜県関市 

３０日 
下請取引等改善協力委員（静岡県藤

枝市）からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

３１日 下請法説明会に講師を派遣 北陸税理士会 金沢市 

３１日 
独占禁止政策協力委員（三重県四日

市市）からの意見聴取 
公正取引委員会 三重県四日市市 

３１日 官製談合防止法研修会 名古屋港管理組合 オンライン 

９月 

２日 
下請取引等改善協力委員（富山県上

市町）からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

２日 
下請取引等改善協力委員（名古屋市）

からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 
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５日 
下請取引等改善協力委員（三重県鳥

羽市）からの意見聴取 
公正取引委員会 三重県鳥羽市 

６日 
下請取引等改善協力委員（富山市）

からの意見聴取 
公正取引委員会 電話 

６日 官製談合防止法研修会 岐阜県大垣市 オンライン 

６日 官製談合防止法研修会 静岡市 オンライン 

７日 
優越的地位の濫用規制（インボイス

制度等）に係る講習会 
岐阜県中小企業団体中央会 オンライン 

７日 
独占禁止政策協力委員（静岡市）か

らの意見聴取 
公正取引委員会 オンライン 

７日 
愛知県立古知野高等学校での独占禁

止法教室 
公正取引委員会 愛知県江南市 

８日 官製談合防止法研修会 全国健康保険協会愛知支部 オンライン 

９日 
独占禁止政策協力委員（静岡市）か

らの意見聴取 
公正取引委員会 静岡市 

１４日 消費者セミナー（中部事務所主催） 公正取引委員会 オンライン 

１５日 官製談合防止法研修会 愛知県 オンライン 

１６日 官製談合防止法研修会 愛知県常滑市 オンライン 

２０日 日本福祉大学での独占禁止法教室 公正取引委員会 愛知県東海市 

２１日 官製談合防止法研修会 富山県滑川市 オンライン 

２２日 
優越的地位の濫用（インボイス制度

等）に係る講習会 
岐阜商工会議所 オンライン 

２６日 
優越的地位の濫用（インボイス制度

等）に係る講習会 
石川県中小企業団体中央会 オンライン 

２７日 
独占禁止政策協力委員（愛知県豊田

市）からの意見聴取 
公正取引委員会 愛知県豊田市 

２８日 
北陸地区の税理士・公認会計士向け

下請法説明会 
公正取引委員会 オンライン 

３０日 
官製談合防止法研修会・地方公共団

体ハンドブック研修会 
公正取引委員会 オンライン 
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Ⅱ．公正取引委員会の動き 

主な報道発表（令和４年７月１日～９月３０日） 

内容につきましてはリンク先を御確認ください。 

 

月 日 
発表内容 

発表文ＵＲＬ 

独占禁止法及び下請法 

9 月 14 日 
法遵守状況の自主点検の要請について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914_jisyutenken.html  

独占禁止法 

9 月 20 日 

「ガソリン等の流通における不当廉売，差別対価等への対応について」 の改定

（案）に対する意見募集について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220920gasoline.html  

下請法 

9 月 9 日 
株式会社エスアイシステムに対する勧告について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220909_SIsystem.html  

景品表示法 

8 月 9 日 
有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220809_honbun.html  

9 月 14 日 
株式会社アップドラフトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914keihyoutouhoku.html  

実態調査 

8 月 9 日 
携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査の開始について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220809keitaichousa.html 

9 月 14 日 
クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率の公開について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914creditcard.html  

その他 

7 月 25 日 
第 221 回 独占禁止懇話会の議事概要の公表について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jul/220725_kyokusou.html  

8 月 31 日 
公正取引委員会の令和 5 年度概算要求について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220831yosanyoukyuu.html  

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914_jisyutenken.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220920gasoline.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220909_SIsystem.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220809_honbun.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914keihyoutouhoku.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220809keitaichousa.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220914creditcard.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jul/220725_kyokusou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220831yosanyoukyuu.html
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8 月 31 日 
公正取引委員会における令和４年度の政策評価結果について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220831.html 

9 月 9 日 
令和 3 年度公正取引委員会年次報告について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220909nenpou.html  

9 月 27 日 

第 17 回東アジア競争政策トップ会合及び第 14 回東アジア競争法・政策カンフ

ァレンスの開催について 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220927.html 

 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/aug/220831.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220909nenpou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/sep/220927.html

